
事 務 連 絡 

令和６年３月 25 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 歯 科 保 健 課 

厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止 

について（周知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制や各種公費支援等については、「新型

コロナウイルス感染症の令和６年４月以降の医療提供体制及び公費支援等について」

（令和６年３月５日付け事務連絡）でお示ししたとおり、本年３月末をもって、各種

公費支援等を終了し、本年４月以降は、通常の医療提供体制へ移行することとしてい

ます。 

 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策本部」等から発出している新型コロ

ナウイルス感染症への対応として設けられた特例措置等を記載している事務連絡（予

算に係る取扱を記載している事務連絡を除く。）については、令和６年４月１日付け

で廃止することとします。 

 貴部局におかれましては、本内容を御了知の上、貴管下の関係者に対し、周知方

お願いします。 

 



 

令和６年４月１日 

 

 

  

 

 

 

 

 

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

医 療 介 護 基 盤 課 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う 

関係事務連絡の廃止について（通知） 

 

 このことについて、令和６年３月 25日付けで、厚生労働省から別紙のとおり事務連絡が

ありました。  

 ついては、当該事務連絡の内容について御了知いただくとともに、貴会会員へ周知いた

だくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 担当 医療施設グループ 

電話 082-513-3056(ダイヤルイン) 

  （担当者 宮田） 

 

 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長  様 

一般社団法人広島県歯科医師会会長  様 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長  様 

一般社団法人広島県医療法人協会会長  様 

広 島 県 保 険 医 協 会 理 事 長 様 

  

 




